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第１章� 職員の給与等に関する報告�

�

本委員会は、地方公務員法の規定に基づき、令和６年４月現在の島根県職員に係

る給与及び県内の民間事業所の従業員の給与の実態を把握するとともに、職員の給

与等を決定する諸条件について調査検討を行ってきた。その結果の概要は次のとお

りである。�

�

Ⅰ� 職員の給与等に関する報告�

１� 職員給与等の状況�

職員給与実態調査の調査人員�

全 県 職 員�

�

調査対象職員�

調査対象外職員�

定年引上げ職員�

再 任 用 職 員�

休 職 者 等�

企 業 局 職 員�

病 院 局 職 員�

������人� ������人� �����人� �����人�

�

（１）職員の構成等�

職員には、その従事する職務の種類に応じて、行政職、公安職、医療職、

教育職など９種類の給料表が適用されている。その構成比をみると、中学校・

小学校等教育職が����％と最も高く、以下、行政職����％、高等学校等教育

職����％、公安職����％等の順となっている。�

また、令和６年４月における職員の平均年齢は����歳（昨年����歳）とな

っており、近年下がり続けている。行政職の職員についてみると、平均年齢

は����歳（同����歳）となっており、同様の傾向となっている。�

�

�

�

�

�

�
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給料表別職員数等�

区� � � 分�

給� 料� 表�

職員数� 平均年齢� 平均経験年数�

令和６年� 令和５年� 令和６年� 令和５年� 令和６年� 令和５年�

� 人� 人� 歳� 歳� 年� 年�

行 政 職�
������

（�����）�

������

（�����）�
����� ����� ����� �����

公 安 職�
������

（�����）�

������

（�����）�
����� ����� ����� �����

海 事 職�
���

（����）�

���

（����）�
����� ����� ����� �����

研 究 職�
����

（����）�

����

（����）�
����� ����� ����� �����

医 療 職 （ １ ）�
���

（����）�

���

（����）�
����� ����� ����� �����

医 療 職 （ ２ ）�
���

（����）�

����

（����）�
����� ����� ����� �����

医 療 職 （ ３ ）�
���

（����）�

���

（����）�
����� ����� ����� �����

高 等 学 校 等 教 育 職�
������

（�����）�

������

（�����）�
����� ����� ����� �����

中 学 校 ・ 小 学 校 等�

教 育 職�

������

（�����）�

������

（�����）�
����� ����� ����� �����

合 計�
�������

（������）�

�������

（������）�
����� ����� ����� �����

（注）� 構成比については、小数点以下１位未満の端数は四捨五入したため、合計が���にならない場合があ

る。�

�

�

給料表別職員構成比� � � � � � � � � � � 部局別職員構成比�

�

�

�

�

（参考資料第１表） （参考資料第２表）

行政職

�����

公安職

�����
高等学校等

教育職

�����

中学校・小学校

等教育職

�����

海事職・研究職・

医療職

����

知事 �����

警察 �����

高校等 �����

中学校 �����

小学校 �����

その他 ����

給料表別職員構成比 部局別職員構成比

年齢別人員構成比�

�

�

�

平均年齢の推移�

�

�

�

�

����

����

����

����

����

����

����

����

����

平成��年 平成��年 平成��年 平成��年 平成��年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

年

齢

全体 行政職


歳�

～～～～
���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

構

成

比

年齢（歳）

全体 行政職
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（２）職員の給与��

令和６年４月分の職員の平均給与月額は�������円で、昨年に比べ�����円

（���％）増加しており、このうち、行政職の職員の平均給与月額は�������

円で、昨年に比べ�����円（���％）増加している。�

これは、昨年の給与の引上げ改定等による。� � � � � （参考資料第７表）� � � � � � � � � � � � � � � � � �

�

職員の平均給与月額の状況�

区� 分�

項� 目�

全職員� 行政職の職員�

令和６年� 令和５年� 令和６年� 令和５年�

� 円� 円� 円� 円�

給 料� �������� �������� �������� ��������

管 理 職 手 当� ������ ������ ������ ������

扶 養 手 当� ������ ������ ������ ������

地 域 手 当� ���� ���� ���� ����

住 居 手 当� ������ ������ ������ ������

特 地 勤 務 手 当� ������ ������ ������ ������

そ の 他� ������ ������ ������ ������

合 計� �������� �������� �������� ��������

（注）１� 給料には、給料の調整額及び教職調整額を含む。�

２� 特地勤務手当の欄は、特地勤務手当（準ずる手当を含む。）及びへき地手当（準ずる手当を含む。）

の合計額である。�

３� その他は、単身赴任手当（基礎額）等である。�

�

２� 民間給与等の状況��

職種別民間給与実態調査の調査人員�

調査実人員�

�

初任給関係� 左 記 以 外�

�

うち行政職�

相 当 職 種�

�����人� ���人� �����人� �����人�

�

（１）本年の民間給与実態調査の状況�

本委員会は、職員の給与等と比較検討するため、人事院等と共同で、企業

規模��人以上で、かつ、事業所規模��人以上の県内の民間事業所���のうち

から層化無作為抽出法（注）により抽出した���事業所を対象に「令和６年職

種別民間給与実態調査」を実施した。�

この調査では、公務の行政職と類似すると認められる事務・技術関係職種

�����人及び医師等職種���人について、本年４月分として個々の従業員に実

際に支払われた給与月額及び当該従業員の役職段階、学歴、年齢等を詳細に

調査するとともに、各民間企業における給与改定の状況等を調査している。

また、民間事業所における昨年冬と本年夏の特別給の状況等を把握するため、

昨年８月から本年７月までの直近１年間の支給実績についても調査している。�

本年の調査完了率は、調査の重要性に対する民間事業所からの格段の理解

と協力を得て、����％と非常に高いものとなっており、調査結果は広く民間

事業所の給与の状況を反映したものといえる。�

�

（注）� 層化無作為抽出法とは、特定の条件でグループ（層）を作成し、それぞれの層から無作為に

対象を抽出する方法。民間給与実態調査においては、「産業」「企業規模」「組織」を基準とし

て層を作成し、各層から一定数の事業所を無作為に抽出し、調査対象としている。�

�

（２）本年の給与改定等の状況�

新規学卒者の採用を行った事業所の割合は、大学卒で����％（昨年����％）、

高校卒で����％（同����％）となっている。そのうち初任給を増額した事業

所の割合は、大学卒で����％（同����％）、高校卒で����％（同����％）、初

任給を据え置いた事業所の割合は、大学卒で����％（同����％）、高校卒で

���％（同����％）となっている。� � � � � � � � � � � （参考資料第��表）�

また、一般の従業員（係員）の給与改定状況をみると、ベースアップを実

施した事業所の割合は����％（昨年����％）、ベースアップを中止した事業所

の割合は���％（同���％）となっている。���

さらに、一般の従業員（係員）の定期昇給の実施状況をみると、定期昇給

を実施した事業所の割合は����％（同����％）、定期昇給を中止した事業所の

割合は���％（同���％）であり、９割を超える事業所が定期昇給を実施して

いる。�

このように、初任給の引上げやベースアップを実施した事業所の割合は昨

年に引き続き増加しており、人材確保の必要性等を踏まえて相応の賃金水準
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を確保しようとする動きが見られる。�

�

民間における給与改定の状況�
（単位：％）�

項目�

役職段階�

ベースアップ�

実施�

ベースアップ�

中止�
ベースダウン�

ベース改定�

の慣行なし�

係� 員�
�����

（����）�

����

（���）�

����

（���）�

�����

（����）�

課長級�
�����

（����）�

����

（���）�

����

（���）�

�����

（����）�

（注）１� ベース改定の慣行の有無が不明及びベース改定の実施が未定の事業所を除いて集計した。�

２� （� ）内の数字は、昨年の割合である。�

�

民間における定期昇給の実施状況�
（単位：％）�

項� 目�

�

役職段階�

定期昇給�

制度あり�

�

定期昇給�

制度なし�

� 定期昇給実施�
定期昇給�

中� 止��
昨年に�

比べ増額�

昨年に�

比べ減額�

昨年と�

変化なし�

係� 員�
�����

（����）�

�����

（����）�

�����

（����）�

����

（���）�

�����

（����）�

����

（���）�

����

（���）�

課長級�
�����

（����）�

�����

（����）�

�����

（����）�

����

（���）�

�����

（����）�

����

（���）�

�����

（���）�

（注）１� 定期昇給の有無が不明、定期昇給の実施が未定及びベース改定と定期昇給を分離することがで

きない事業所を除いて集計した。�

２� （� ）内の数字は、昨年の割合である。�

� � � �

�

３� 物価及び生計費�

松江市の本年４月の消費者物価指数（総務省）は、昨年４月に比べ���％の上

昇となっている。�

また、標準的な生活の水準を求めるため、勤労者世帯における消費支出（総

務省「家計調査」）等を基礎として算定した本年４月の松江市における２人世帯、

３人世帯及び４人世帯の標準生計費は、それぞれ�������円、�������円及び

�������円となっている。� � � � � � � � � � � � � � � � （参考資料第��表）�

４� 国家公務員及び都道府県職員の給与�

先に総務省が公表した令和５年４月１日現在の本県のラスパイレス指数（行

政職）（注）は����（令和４年����）であった。�

なお、都道府県ラスパイレス指数の平均は、����であった。�

�

（注）� ラスパイレス指数とは、地方公共団体の一般行政職の給料額と国の行政職俸給表㈠の適用職

員の俸給額とを、学歴別、経験年数別にラスパイレス方式により対比させて比較し算出したも

ので、国を���としたもの。�
�

�

５� 人事院勧告等の概要�

人事院は、本年８月８日に、国会及び内閣に対して一般職の国家公務員の給

与等について報告及び勧告したが、その概要は別紙のとおりである。�

�

６� 職員給与と民間給与との比較�

（１）月例給� �

職員給与と民間給与との比較は、職員と民間企業従業員の同種・同等の者�

同士を比較することを基本として、公務においては行政職給料表適用者、民

間においては公務の行政職と類似すると認められる事務・技術関係職種の者

について行っている。�

また、職員と民間企業従業員では、それぞれ年齢、学歴などの人員構成が

異なっており、このように異なる集団間での給与の比較を行う場合には、そ

れぞれの集団における単純な給与の平均値を比較することは適当ではないた

め、主な給与決定要素である役職段階、学歴、年齢を同じくする者同士を対

比させ、精密に比較（ラスパイレス方式）を行っている。�

本年４月分の給与額について、職員給与と民間給与を比較すると、民間給

与�������円に対して職員給与は�������円であり、職員給与が�����円

（����％）下回っている。� � � � � � � � � � � � � � � （参考資料第��表）�

�

�

�
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を確保しようとする動きが見られる。�

�

民間における給与改定の状況�
（単位：％）�

項目�

役職段階�

ベースアップ�

実施�

ベースアップ�

中止�
ベースダウン�

ベース改定�

の慣行なし�

係� 員�
�����

（����）�

����

（���）�

����

（���）�

�����

（����）�

課長級�
�����

（����）�

����

（���）�

����

（���）�

�����

（����）�

（注）１� ベース改定の慣行の有無が不明及びベース改定の実施が未定の事業所を除いて集計した。�

２� （� ）内の数字は、昨年の割合である。�

�

民間における定期昇給の実施状況�
（単位：％）�

項� 目�

�

役職段階�

定期昇給�

制度あり�

�

定期昇給�

制度なし�

� 定期昇給実施�
定期昇給�

中� 止��
昨年に�

比べ増額�

昨年に�

比べ減額�

昨年と�

変化なし�

係� 員�
�����

（����）�

�����

（����）�

�����

（����）�

����

（���）�

�����

（����）�

����

（���）�

����

（���）�

課長級�
�����

（����）�

�����

（����）�

�����

（����）�

����

（���）�

�����

（����）�

����

（���）�

�����

（���）�

（注）１� 定期昇給の有無が不明、定期昇給の実施が未定及びベース改定と定期昇給を分離することがで

きない事業所を除いて集計した。�

２� （� ）内の数字は、昨年の割合である。�

� � � �

�

３� 物価及び生計費�

松江市の本年４月の消費者物価指数（総務省）は、昨年４月に比べ���％の上

昇となっている。�

また、標準的な生活の水準を求めるため、勤労者世帯における消費支出（総

務省「家計調査」）等を基礎として算定した本年４月の松江市における２人世帯、

３人世帯及び４人世帯の標準生計費は、それぞれ�������円、�������円及び

�������円となっている。� � � � � � � � � � � � � � � � （参考資料第��表）�

４� 国家公務員及び都道府県職員の給与�

先に総務省が公表した令和５年４月１日現在の本県のラスパイレス指数（行

政職）（注）は����（令和４年����）であった。�

なお、都道府県ラスパイレス指数の平均は、����であった。�

�

（注）� ラスパイレス指数とは、地方公共団体の一般行政職の給料額と国の行政職俸給表㈠の適用職

員の俸給額とを、学歴別、経験年数別にラスパイレス方式により対比させて比較し算出したも

ので、国を���としたもの。�
�

�

５� 人事院勧告等の概要�

人事院は、本年８月８日に、国会及び内閣に対して一般職の国家公務員の給

与等について報告及び勧告したが、その概要は別紙のとおりである。�

�

６� 職員給与と民間給与との比較�

（１）月例給� �

職員給与と民間給与との比較は、職員と民間企業従業員の同種・同等の者�

同士を比較することを基本として、公務においては行政職給料表適用者、民

間においては公務の行政職と類似すると認められる事務・技術関係職種の者

について行っている。�

また、職員と民間企業従業員では、それぞれ年齢、学歴などの人員構成が

異なっており、このように異なる集団間での給与の比較を行う場合には、そ

れぞれの集団における単純な給与の平均値を比較することは適当ではないた

め、主な給与決定要素である役職段階、学歴、年齢を同じくする者同士を対

比させ、精密に比較（ラスパイレス方式）を行っている。�

本年４月分の給与額について、職員給与と民間給与を比較すると、民間給

与�������円に対して職員給与は�������円であり、職員給与が�����円

（����％）下回っている。� � � � � � � � � � � � � � � （参考資料第��表）�

�

�

�
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�

職員給与と民間給与との較差�

民間給与（Ａ）� 職員給与（Ｂ）�
較� � 差�

Ａ－Ｂ�

#�$��$×�����

�������円� �������円� �����円（����％）�

（注）� 民間、職員ともに、本年度の新規学卒の採用者及び任期付職員は含まれていないため、職員

給与の額は１
２�の表「職員の平均給与月額の状況」の額とは異なっている。�

� � �

（２）特別給�

本委員会は、民間における特別給の支給割合（月数）を算出し、これを職

員の期末手当及び勤勉手当の年間の平均支給月数と比較した上で、����月単

位で改定を行ってきている。�

本年の「職種別民間給与実態調査」の結果、昨年８月から本年７月までの

１年間において、民間事業所で支払われた特別給は、平均所定内給与月額の

����月分に相当していた。これは、昨年（����月分）より増加しており、職

員の期末手当及び勤勉手当の年間平均支給月数（����月）を����月分上回っ

ている。� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � （参考資料第��表）�

�

職員の期末手当及び勤勉手当と民間の特別給との差�

民間の特別給（Ａ）� 職員の期末手当及び勤勉手当（Ｂ）� 差（Ａ－Ｂ）�

����月分� ����月分� ����月分�

� � �  

７� 本年の給与改定�

職員の給与決定に関する諸条件については、以上述べたとおりである。�

これらの調査結果等を基に、国及び他の都道府県の動向等を踏まえて検討し

た結果、職員の給与について所要の措置を講ずる必要があると判断し、次のと

おり報告する。�

 

（１）月例給�

前記６（１）のとおり、本年４月分の給与について、職員給与が民間給与

を�����円（����％）下回っている。�

よって、月例給については、民間給与水準と均衡させるよう引上げ改定す

ることが適当と判断した。�

本年８月に人事院が勧告した俸給表においては、民間企業における初任給

の動向や、公務において人材確保が喫緊の課題であること等を踏まえ、若年

層が在職する号俸に特に重点を置くとともに、おおむね��歳台後半までの職

員が在職する号俸にも重点を置き、その他の職員が在職する号俸については

改定率を逓減させつつ引上げ改定を行うこととされている。�

民間との給与比較を行っている本県の行政職給料表については、人事院が

勧告した俸給表をもとに、民間企業における初任給の動向や本県の公民較差

を考慮し、若年層を中心とした引上げ改定を行うこととする。�

行政職給料表以外の給料表についても、行政職給料表との均衡を考慮して、

行政職給料表と同様の改定を行うものとする。ただし、医療職給料表⑴につ

いては、従来より国との均衡を重視してきたことから、人事院勧告に準じた

改定を行うこととする。�

なお、改定については、本年４月の職員給与と民間給与を均衡させるもの

であることから、同月に遡及して実施することとする。�

�

（２）期末手当及び勤勉手当�

前記６（２）のとおり、職員の期末手当及び勤勉手当の年間平均支給月数

（����月）は、民間事業所の特別給の支給割合（����月分）を����月分下回

っている。�

よって、職員の期末手当及び勤勉手当については、民間の特別給の支給割

合と均衡させるよう、����月分引き上げることが適当と判断した。�

引上げにあたっては、国の支給割合との均衡を考慮し、期末手当及び勤勉

手当に均等に配分することとし、本年度については、��月期の期末手当及び

勤勉手当を����月分ずつ引き上げ、令和７年度以降においては、６月期と��

月期の期末手当及び勤勉手当をそれぞれ�����月分ずつ引き上げることとす

る。�

なお、定年前再任用短時間勤務職員の期末手当並びに任期付研究員及び特

定任期付職員の期末手当についても、支給月数を引き上げることとする。�

�
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�

職員給与と民間給与との較差�

民間給与（Ａ）� 職員給与（Ｂ）�
較� � 差�

Ａ－Ｂ�

#�$��$×�����

�������円� �������円� �����円（����％）�

（注）� 民間、職員ともに、本年度の新規学卒の採用者及び任期付職員は含まれていないため、職員

給与の額は１
２�の表「職員の平均給与月額の状況」の額とは異なっている。�

� � �

（２）特別給�

本委員会は、民間における特別給の支給割合（月数）を算出し、これを職

員の期末手当及び勤勉手当の年間の平均支給月数と比較した上で、����月単

位で改定を行ってきている。�

本年の「職種別民間給与実態調査」の結果、昨年８月から本年７月までの

１年間において、民間事業所で支払われた特別給は、平均所定内給与月額の

����月分に相当していた。これは、昨年（����月分）より増加しており、職

員の期末手当及び勤勉手当の年間平均支給月数（����月）を����月分上回っ

ている。� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � （参考資料第��表）�

�

職員の期末手当及び勤勉手当と民間の特別給との差�

民間の特別給（Ａ）� 職員の期末手当及び勤勉手当（Ｂ）� 差（Ａ－Ｂ）�

����月分� ����月分� ����月分�

� � �  

７� 本年の給与改定�

職員の給与決定に関する諸条件については、以上述べたとおりである。�

これらの調査結果等を基に、国及び他の都道府県の動向等を踏まえて検討し

た結果、職員の給与について所要の措置を講ずる必要があると判断し、次のと

おり報告する。�

 

（１）月例給�

前記６（１）のとおり、本年４月分の給与について、職員給与が民間給与

を�����円（����％）下回っている。�

よって、月例給については、民間給与水準と均衡させるよう引上げ改定す

ることが適当と判断した。�

本年８月に人事院が勧告した俸給表においては、民間企業における初任給

の動向や、公務において人材確保が喫緊の課題であること等を踏まえ、若年

層が在職する号俸に特に重点を置くとともに、おおむね��歳台後半までの職

員が在職する号俸にも重点を置き、その他の職員が在職する号俸については

改定率を逓減させつつ引上げ改定を行うこととされている。�

民間との給与比較を行っている本県の行政職給料表については、人事院が

勧告した俸給表をもとに、民間企業における初任給の動向や本県の公民較差

を考慮し、若年層を中心とした引上げ改定を行うこととする。�

行政職給料表以外の給料表についても、行政職給料表との均衡を考慮して、

行政職給料表と同様の改定を行うものとする。ただし、医療職給料表⑴につ

いては、従来より国との均衡を重視してきたことから、人事院勧告に準じた

改定を行うこととする。�

なお、改定については、本年４月の職員給与と民間給与を均衡させるもの

であることから、同月に遡及して実施することとする。�

�

（２）期末手当及び勤勉手当�

前記６（２）のとおり、職員の期末手当及び勤勉手当の年間平均支給月数

（����月）は、民間事業所の特別給の支給割合（����月分）を����月分下回

っている。�

よって、職員の期末手当及び勤勉手当については、民間の特別給の支給割

合と均衡させるよう、����月分引き上げることが適当と判断した。�

引上げにあたっては、国の支給割合との均衡を考慮し、期末手当及び勤勉

手当に均等に配分することとし、本年度については、��月期の期末手当及び

勤勉手当を����月分ずつ引き上げ、令和７年度以降においては、６月期と��

月期の期末手当及び勤勉手当をそれぞれ�����月分ずつ引き上げることとす

る。�

なお、定年前再任用短時間勤務職員の期末手当並びに任期付研究員及び特

定任期付職員の期末手当についても、支給月数を引き上げることとする。�

�
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（３）初任給調整手当�

医師に対する初任給調整手当については、医療職給料表⑴の改定状況を勘

案し、人事院勧告に準じて改定を行い、本年４月に遡及して実施することと

する。�

�

８� 社会と公務の変化に応じた給与制度の整備�

（１）見直しの必要性�

国においては、本年の人事院報告の中で、危機的な状況にある国家公務員

の人材確保の現状について、勤務環境や給与面での魅力の低下、働き方やキ

ャリア形成に対する若年層の意識の変化などが要因であると分析している。�

そのうえで、①多様で有為な人材の確保、②職員の成長支援と組織パフォ

ーマンスの向上、③9GNN�DGKPIの実現に向けた環境整備という現下の公務員

人事管理をめぐる重点課題に対し、給与面においても対応が求められている

と認識している。�

この給与面における対応について、令和５年の人事院報告で給与制度のア

ップデートの概要となる「令和６年に向けて措置を検討する事項の骨格案」

が示されていたところであり、本年の人事院報告において、この具体的な制

度設計の詳細として、次の６点を主眼とした給与制度の整備を行うことが示

された。�

①若年層の採用等におけるより競争力のある給与水準の設定�

②職務や職責をより重視した俸給体系等の整備�

③能力・実績をより適切に反映した昇給・ボーナスの決定�

④地域における民間給与水準の反映�

⑤採用や異動をめぐる様々なニーズへの対応�

⑥その他環境の変化への対応�

本県においては、「制度」・「構造」は国に準じ、「水準」については県内民

間給与水準との均衡を図ることを基本として勧告してきたところである。�

本県における給与水準については、全体として県内民間給与水準との均衡

を図っている。一方で、近年、採用試験の受験者数が減少し、人材の確保が

大きな課題となっていること、職員の意欲と能力を引き出すためにも能力・

実績に基づく人事管理を推進していく必要があること、ワークスタイルやラ

イフスタイルの多様化に対応する必要があることや、東西に長い本県の地理

的事情から人事異動に伴い長距離通勤をせざるを得ない職員に対する経済的

負担を考慮する必要があることなど、本県についても国と同様の状況が見ら

れる。�

こうした状況のもと、本県の給与制度については、従来から国の給与制度

を基本としていることから、国に準じて見直しを行うこととする。�

�

（２）見直すべき事項�

ア� 行政職給料表の見直し�

（ア）係員級（１級・２級）�

国においては、公務における人材確保の困難性や民間の水準を踏まえ

た初任給の大幅な引上げについて、本年の官民較差に基づく給与改定に

おいて先行して措置することとしている。�

本県においては、前述のとおり「制度」・「構造」は国に準じ、「水準」

については県内民間給与水準との均衡を図ることを基本としていること

から、人事院が勧告した俸給表をもとに、本県の公民較差を考慮した改

定を本年４月に遡及して行うこととする。�

�

（イ）係長級～本庁困難課長級（３級～７級）�

国においては、若手・中堅優秀者の早期昇格時や民間人材等の採用時

の給与を改善する観点から、各級の初号近辺の号俸をカットし、これら

の級の初号の俸給月額を引き上げることとし、新たな俸給表に移行する

際にカットされる号俸に在職する職員は、当該級の新しい初号に切り替

えることとしている。�

本県における令和７年４月からの給料表についても、人事院が勧告し

た同月における国の俸給表に定める俸給月額に、本年の給与改定におけ

る本県の公民較差を考慮した水準割合を乗じた給料表とし、国に準じた

見直しを行う。�

�
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（３）初任給調整手当�

医師に対する初任給調整手当については、医療職給料表⑴の改定状況を勘

案し、人事院勧告に準じて改定を行い、本年４月に遡及して実施することと
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�
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（１）見直しの必要性�

国においては、本年の人事院報告の中で、危機的な状況にある国家公務員

の人材確保の現状について、勤務環境や給与面での魅力の低下、働き方やキ

ャリア形成に対する若年層の意識の変化などが要因であると分析している。�

そのうえで、①多様で有為な人材の確保、②職員の成長支援と組織パフォ

ーマンスの向上、③9GNN�DGKPIの実現に向けた環境整備という現下の公務員

人事管理をめぐる重点課題に対し、給与面においても対応が求められている

と認識している。�
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ップデートの概要となる「令和６年に向けて措置を検討する事項の骨格案」

が示されていたところであり、本年の人事院報告において、この具体的な制

度設計の詳細として、次の６点を主眼とした給与制度の整備を行うことが示

された。�
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②職務や職責をより重視した俸給体系等の整備�

③能力・実績をより適切に反映した昇給・ボーナスの決定�

④地域における民間給与水準の反映�

⑤採用や異動をめぐる様々なニーズへの対応�

⑥その他環境の変化への対応�

本県においては、「制度」・「構造」は国に準じ、「水準」については県内民

間給与水準との均衡を図ることを基本として勧告してきたところである。�

本県における給与水準については、全体として県内民間給与水準との均衡

を図っている。一方で、近年、採用試験の受験者数が減少し、人材の確保が

大きな課題となっていること、職員の意欲と能力を引き出すためにも能力・

実績に基づく人事管理を推進していく必要があること、ワークスタイルやラ

イフスタイルの多様化に対応する必要があることや、東西に長い本県の地理

的事情から人事異動に伴い長距離通勤をせざるを得ない職員に対する経済的

負担を考慮する必要があることなど、本県についても国と同様の状況が見ら

れる。�

こうした状況のもと、本県の給与制度については、従来から国の給与制度

を基本としていることから、国に準じて見直しを行うこととする。�

�

（２）見直すべき事項�

ア� 行政職給料表の見直し�

（ア）係員級（１級・２級）�

国においては、公務における人材確保の困難性や民間の水準を踏まえ

た初任給の大幅な引上げについて、本年の官民較差に基づく給与改定に

おいて先行して措置することとしている。�

本県においては、前述のとおり「制度」・「構造」は国に準じ、「水準」

については県内民間給与水準との均衡を図ることを基本としていること

から、人事院が勧告した俸給表をもとに、本県の公民較差を考慮した改

定を本年４月に遡及して行うこととする。�

�

（イ）係長級～本庁困難課長級（３級～７級）�

国においては、若手・中堅優秀者の早期昇格時や民間人材等の採用時

の給与を改善する観点から、各級の初号近辺の号俸をカットし、これら

の級の初号の俸給月額を引き上げることとし、新たな俸給表に移行する

際にカットされる号俸に在職する職員は、当該級の新しい初号に切り替

えることとしている。�

本県における令和７年４月からの給料表についても、人事院が勧告し

た同月における国の俸給表に定める俸給月額に、本年の給与改定におけ

る本県の公民較差を考慮した水準割合を乗じた給料表とし、国に準じた

見直しを行う。�

�
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（ウ）本庁部次長級（８級・９級）�

国においては、各級の初号の俸給月額を引き上げつつ上下の隣接する

職務の級間での俸給月額の重なりを解消し、昇格メリットも拡大するこ

とによって、上位の級に昇格することに伴い現在よりも大きく給与が上

昇する仕組みとすることで、より職責を重視した俸給体系への大幅な見

直しを行うこととしている。あわせて、現行の号俸を大くくり化するこ

とによって、各級を俸給月額の刻みの大きい簡素な号俸構成にすること

とし、この号俸構成の下で昇給することにより、成績優秀者に一層大き

な給与上昇を確保することとしている。�

本県においても、国の給料体系とのバランスを担保する観点から国の

見直しに係る俸給表に準じ、給料表を見直すこととする。この際、令和

７年４月からの給料表に対する水準については、前記（イ）の給料表の

見直しと同様に取り扱うこととする。�

また、国は、既に８級から��級までの職務の級に在職している職員に

ついて、新たな俸給表に移行する際、拡大後の昇格メリットと同様の効

果を受けられるよう所要の調整を行うこととしており、本県においても

同様の調整を行うこととする。�

�

イ� 行政職給料表以外の給料表の見直し�

行政職給料表との均衡を基本に前記アに相当する見直しを行うこととす

る。ただし、医療職給料表⑴については、医師の人材確保の観点から、従

前より国の俸給表を基本としているため、前記ア（イ）及び（ウ）のよう

な水準調整は行わないこととする。�

この場合において、前記ア（ウ）の措置の導入対象となる給料表及び職

務の級は次のとおりである。�

�

行政職給料表８級及び９級と同様の見直しを行う給料表及び職務の級�

給 料 表� 職務の級�

公安職給料表� ９級�

研究職給料表� ５級�

医療職給料表⑴� ４級�

また、国において、近年の採用状況を踏まえ、海事職俸給表
二�の１級

のうち中学卒業後直ちに採用される場合を前提として設定されている号俸

がカットされたことに伴い、本県における海事職給料表についても所要の

改正を行うこととする。�

なお、国においては、任期付研究員俸給表及び特定任期付職員俸給表の

俸給体系について見直しが行われなかったことから、本県においても、任

期付研究員給料表及び特定任期付職員給料表の給料体系に係る見直しは行

わないこととする。�

�

ウ� 地域手当�

県外事務所等の民間賃金の高い地域に勤務する職員の地域手当について

は、その地域の民間給与水準を考慮し、次表のとおり、人事院勧告に準じ

て支給地域及びその級地区分・支給割合の見直しを行うこととする。�

�

地域手当の支給地域及び支給割合�

級地区分� 支給割合� 支給地域�

１級地� ��％� 東京都特別区�

２級地� ��％� 大阪市�

３級地� ��％� �

４級地� ８％� 広島市�

５級地� ４％� �

（注）１� 本表は令和６年４月１日現在の地域を表示しており、実際の指定は施行日（令和７年

４月１日予定）現在の地域による。�

２� この表に掲げる支給地域及び級地（以下「支給地域等」という。）以外の支給地域等に

ついては、人事院勧告及び報告の例による。�

�

また、支給割合の引上げ及び引下げについても、国と同様に段階的に行

うこととする。なお、令和７年度の支給割合は次表に示すとおりとする。�

�

�

�

�

�
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（ウ）本庁部次長級（８級・９級）�

国においては、各級の初号の俸給月額を引き上げつつ上下の隣接する

職務の級間での俸給月額の重なりを解消し、昇格メリットも拡大するこ

とによって、上位の級に昇格することに伴い現在よりも大きく給与が上

昇する仕組みとすることで、より職責を重視した俸給体系への大幅な見

直しを行うこととしている。あわせて、現行の号俸を大くくり化するこ

とによって、各級を俸給月額の刻みの大きい簡素な号俸構成にすること

とし、この号俸構成の下で昇給することにより、成績優秀者に一層大き

な給与上昇を確保することとしている。�

本県においても、国の給料体系とのバランスを担保する観点から国の

見直しに係る俸給表に準じ、給料表を見直すこととする。この際、令和

７年４月からの給料表に対する水準については、前記（イ）の給料表の

見直しと同様に取り扱うこととする。�

また、国は、既に８級から��級までの職務の級に在職している職員に

ついて、新たな俸給表に移行する際、拡大後の昇格メリットと同様の効

果を受けられるよう所要の調整を行うこととしており、本県においても

同様の調整を行うこととする。�

�

イ� 行政職給料表以外の給料表の見直し�

行政職給料表との均衡を基本に前記アに相当する見直しを行うこととす

る。ただし、医療職給料表⑴については、医師の人材確保の観点から、従

前より国の俸給表を基本としているため、前記ア（イ）及び（ウ）のよう

な水準調整は行わないこととする。�

この場合において、前記ア（ウ）の措置の導入対象となる給料表及び職

務の級は次のとおりである。�

�

行政職給料表８級及び９級と同様の見直しを行う給料表及び職務の級�

給 料 表� 職務の級�

公安職給料表� ９級�

研究職給料表� ５級�

医療職給料表⑴� ４級�

また、国において、近年の採用状況を踏まえ、海事職俸給表
二�の１級

のうち中学卒業後直ちに採用される場合を前提として設定されている号俸

がカットされたことに伴い、本県における海事職給料表についても所要の

改正を行うこととする。�

なお、国においては、任期付研究員俸給表及び特定任期付職員俸給表の

俸給体系について見直しが行われなかったことから、本県においても、任

期付研究員給料表及び特定任期付職員給料表の給料体系に係る見直しは行

わないこととする。�

�

ウ� 地域手当�

県外事務所等の民間賃金の高い地域に勤務する職員の地域手当について

は、その地域の民間給与水準を考慮し、次表のとおり、人事院勧告に準じ

て支給地域及びその級地区分・支給割合の見直しを行うこととする。�

�

地域手当の支給地域及び支給割合�

級地区分� 支給割合� 支給地域�

１級地� ��％� 東京都特別区�

２級地� ��％� 大阪市�

３級地� ��％� �

４級地� ８％� 広島市�

５級地� ４％� �

（注）１� 本表は令和６年４月１日現在の地域を表示しており、実際の指定は施行日（令和７年

４月１日予定）現在の地域による。�

２� この表に掲げる支給地域及び級地（以下「支給地域等」という。）以外の支給地域等に

ついては、人事院勧告及び報告の例による。�

�

また、支給割合の引上げ及び引下げについても、国と同様に段階的に行

うこととする。なお、令和７年度の支給割合は次表に示すとおりとする。�

�

�

�

�

�
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令和７年度の地域手当の級地別支給割合�

支給地域�
見直し後の級地�

（支給割合）�

見直し前の級地�

（支給割合）�
改定幅� �

令和７年度の�

地 域 手 当 の�

支 給 割 合�

東京都特別区� １級地（��％）� １級地（��％）� ０� � ��％�

大阪市� ２級地（��％）� ２級地（��％）� ０� � ��％�

広島市� ４級地（８％）� ５級地（��％）� △２� � ９％�

（注）１� 「改定幅」は見直し後の地域手当の支給割合と見直し前の地域手当の支給割合との差

を示す。�

２� この表に掲げる級地別支給割合以外の支給割合については、人事院報告の例による。�

�

エ� 扶養手当�

（ア）配偶者に係る手当の廃止及び子に係る手当の見直し�

この度の人事院勧告において、配偶者に係る扶養手当の廃止と子に係

る手当額の引上げが言及された。�

本県における民間企業や公務の配偶者に係る手当の状況は、次表のと

おり国と同様の傾向を示している。�

�

民間事業所における配偶者に手当を支給する事業所�

� 平成 ��年（Ａ）� 令和６年（Ｂ）� 差（Ａ－Ｂ）�

全� 国� ����％� ����％� △�����

島根県� ����％� ����％� △�����

（注）� 家族手当制度の有無を回答した事業所を ���とした割合である。�

�

公務における配偶者に係る扶養手当を受給する職員の割合�

� 平成 ��年（Ａ）� 令和６年（Ｂ）� 差（Ａ－Ｂ）�

全� 国� ����％� ����％� △�����

島根県� ����％� ����％� △�����

（注）� 全給料表適用職員を���とした割合である。�

�

こうした本県における配偶者に係る手当の支給状況の変化を踏まえ、

人事院勧告に準じ、配偶者に係る扶養手当を廃止する。�

なお、配偶者に係る扶養手当受給者の背景には、様々な事情が想定さ

れる。今回の見直しにより、職員が家庭の中で果たす役割も変化してい

く可能性があることから、任命権者は休暇をはじめとする諸制度を活用

しやすい環境づくりなど、職員のワーク・ライフ・バランスに一層配慮

する必要がある。�

また、子に要する経費の実情や我が国全体として少子化対策の推進が

なされている社会状況から、人事院勧告に準じ、子に係る手当額を������

円に引き上げる。�

�

（イ）実施時期等�

配偶者に係る手当の廃止は、受給者への影響をできるだけ少なくする

観点から、国に準じて、配偶者に係る手当額が相対的に低額である行政

職給料表８級相当の職員を除き、２年をかけて実施する。�

また、子に係る手当額の引上げも、同様に２年をかけて実施する。�

なお、各年度における手当額は次表に示すとおりとする。�

�

各年度の扶養手当の手当額�

（単位：円）�

年� 度�

扶養親族�
令和６年度� 令和７年度�

令和８年度�

以降�

配偶者�
行政職給料表７級以下� ������ ������ （支給しない）�

行政職給料表８級� ������ （支給しない）� （支給しない）�

子� ������� ������� �������

（注）� 「行政職給料表７級」、「行政職給料表８級」には、これらに相当する職務の級を含

む。�

�

オ� 通勤手当�

（ア）通勤手当の支給限度額等�

国においては、民間企業の通勤手当の状況や、ライフスタイルの多様

化を背景に、新幹線等の利用を含めた長距離の通勤をする職員の経済的

負担を軽減していくことで勤務地を異にする異動の円滑化や離職防止に

資する観点から、通勤手当の支給限度額を新幹線等の特別料金等の額を

含めて１か月当たり�������円に引き上げることとしている。また、この

支給限度額の範囲内で、新幹線等を利用する場合の特別料金等の額につ

いても、全額を支給することとしている。�

本県における交通機関等を利用する場合の通勤手当は、原則として１

か月当たり������円を限度に交通機関等の運賃等相当額を支給し、異動
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令和７年度の地域手当の級地別支給割合�

支給地域�
見直し後の級地�

（支給割合）�

見直し前の級地�

（支給割合）�
改定幅� �

令和７年度の�

地 域 手 当 の�

支 給 割 合�

東京都特別区� １級地（��％）� １級地（��％）� ０� � ��％�

大阪市� ２級地（��％）� ２級地（��％）� ０� � ��％�

広島市� ４級地（８％）� ５級地（��％）� △２� � ９％�

（注）１� 「改定幅」は見直し後の地域手当の支給割合と見直し前の地域手当の支給割合との差

を示す。�

２� この表に掲げる級地別支給割合以外の支給割合については、人事院報告の例による。�

�

エ� 扶養手当�

（ア）配偶者に係る手当の廃止及び子に係る手当の見直し�

この度の人事院勧告において、配偶者に係る扶養手当の廃止と子に係

る手当額の引上げが言及された。�

本県における民間企業や公務の配偶者に係る手当の状況は、次表のと

おり国と同様の傾向を示している。�

�

民間事業所における配偶者に手当を支給する事業所�

� 平成 ��年（Ａ）� 令和６年（Ｂ）� 差（Ａ－Ｂ）�

全� 国� ����％� ����％� △�����

島根県� ����％� ����％� △�����

（注）� 家族手当制度の有無を回答した事業所を ���とした割合である。�

�

公務における配偶者に係る扶養手当を受給する職員の割合�

� 平成 ��年（Ａ）� 令和６年（Ｂ）� 差（Ａ－Ｂ）�

全� 国� ����％� ����％� △�����

島根県� ����％� ����％� △�����

（注）� 全給料表適用職員を���とした割合である。�

�

こうした本県における配偶者に係る手当の支給状況の変化を踏まえ、

人事院勧告に準じ、配偶者に係る扶養手当を廃止する。�

なお、配偶者に係る扶養手当受給者の背景には、様々な事情が想定さ

れる。今回の見直しにより、職員が家庭の中で果たす役割も変化してい

く可能性があることから、任命権者は休暇をはじめとする諸制度を活用

しやすい環境づくりなど、職員のワーク・ライフ・バランスに一層配慮

する必要がある。�

また、子に要する経費の実情や我が国全体として少子化対策の推進が

なされている社会状況から、人事院勧告に準じ、子に係る手当額を������

円に引き上げる。�

�

（イ）実施時期等�

配偶者に係る手当の廃止は、受給者への影響をできるだけ少なくする

観点から、国に準じて、配偶者に係る手当額が相対的に低額である行政

職給料表８級相当の職員を除き、２年をかけて実施する。�

また、子に係る手当額の引上げも、同様に２年をかけて実施する。�

なお、各年度における手当額は次表に示すとおりとする。�

�

各年度の扶養手当の手当額�

（単位：円）�

年� 度�

扶養親族�
令和６年度� 令和７年度�

令和８年度�

以降�

配偶者�
行政職給料表７級以下� ������ ������ （支給しない）�

行政職給料表８級� ������ （支給しない）� （支給しない）�

子� ������� ������� �������

（注）� 「行政職給料表７級」、「行政職給料表８級」には、これらに相当する職務の級を含

む。�

�

オ� 通勤手当�

（ア）通勤手当の支給限度額等�

国においては、民間企業の通勤手当の状況や、ライフスタイルの多様

化を背景に、新幹線等の利用を含めた長距離の通勤をする職員の経済的

負担を軽減していくことで勤務地を異にする異動の円滑化や離職防止に

資する観点から、通勤手当の支給限度額を新幹線等の特別料金等の額を

含めて１か月当たり�������円に引き上げることとしている。また、この

支給限度額の範囲内で、新幹線等を利用する場合の特別料金等の額につ

いても、全額を支給することとしている。�

本県における交通機関等を利用する場合の通勤手当は、原則として１

か月当たり������円を限度に交通機関等の運賃等相当額を支給し、異動
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等に伴い特別急行列車等を利用する職員にあっては、これに加え、特別

料金等の額の２分の１に相当する額を支給している。�

本県においても、職員が個々の事情に応じた通勤手段をより柔軟に選

択できるようにすることは、東西に長い本県の地理的事情のもとで勤務

地を異にする異動の円滑化や離職防止に資する観点から取り組む必要が

ある。このことから、人事院勧告に準じて通勤手当の支給限度額を、特

別急行列車等の特別料金等の額を含めて１か月当たり�������円に引き

上げ、また、この支給限度額の範囲内で、特別急行列車等を利用する場

合の特別料金等の額についても、全額を支給することとする。�

�

（イ）特別急行列車等に係る通勤手当の支給要件�

国においては、新幹線等を通勤に利用しやすくすることにより、様々

な事情を有する職員の勤務継続を可能とし、人事配置の円滑化を図る観

点から、新幹線等に係る通勤手当の支給要件を見直すこととしている。�

具体的には、新幹線等の利用により通勤時間が片道当たり��分以上短

縮されることを求める要件の廃止や、異動等の直前の住居からの通勤で

あることを求める要件などを緩和し、育児、介護等のやむを得ない事情

により転居して新幹線等による通勤を必要とする職員で、異動等により

新幹線等による通勤を行う職員と同様に取り扱う必要があるものに対し

ても手当を支給することとしている。�

本県においても、国と同様に、多様化するワークスタイルやライフス

タイルに対応し、異動をめぐる様々なニーズに適応した手当の支給が求

められていることから、国に準じた支給要件の見直しを行うこととする。�

具体的には、特別急行列車等の利用により通勤時間が��分以上短縮さ

れることを求める等の基準を廃止する。また、本県においては、異動等

の直前の住居からの通勤であることを求める要件などについて、父母の

介護その他のやむを得ない事情により転居して特別急行列車等による通

勤を必要とする職員については、異動等により特別急行列車等による通

勤を行う職員と同様に取り扱うこととしている。この要件をさらに緩和

し、育児等のやむを得ない事情についても対象に含めることとする。�

（ウ）高速自動車国道等の有料道路利用に係る通勤手当の支給要件�

本県においては、新幹線がなく、公共交通機関の利便性も低い中、県

内各地に点在する公署・学校への自動車による長距離通勤の実態が多く

みられる。公共交通機関の運行状況から、自動車による長距離通勤をせ

ざるを得ない実態がある本県職員の場合、前記（ア）による改善を図る

こととしても、国と同様の処遇改善の効果は小さいと考えられる。�

異動の円滑化や離職防止に加え、長距離通勤による身体的負担の軽減

や働き方改革に資する観点からも、有料道路利用に係る通勤手当の支給

要件について、本県の事情を考慮した所要の検討を行う必要がある。�

�

カ� 管理職員特別勤務手当�

国においては、管理職員に対してその勤務実態に応じた適切な処遇を確

保する観点から、現行では午前０時から午前５時までとなっている平日深

夜に係る管理職員特別勤務手当の支給対象時間帯を、通常は正規の勤務時

間が設定されない時間帯である午後��時から午前５時までに拡大すること

としている。�

本県においても、災害への対処など他律的な事由により深夜に及ぶ勤務

を相当程度行う事態もあることから、人事院勧告に準じて平日深夜に係る

管理職員特別勤務手当の支給対象時間帯を拡大する。�

また、国においては、各府省において管理職員特別勤務手当が適切に支

給されるよう、支給対象となる勤務の具体例を示し、支給要件を明確化す

る予定であることから、引き続き国の動向を注視していく必要がある。�

�

キ� 特別給�

（ア）勤勉手当の成績率等�

国においては、勤務成績に応じて支給される勤勉手当において、特に

高い業績を挙げた者に対してより高い水準の処遇が可能になるよう、現

在平均支給月数の２倍に設定している「特に優秀」の成績区分の成績率

の上限を、平均支給月数の３倍に引き上げることとしている。�

本県においても、職員の意欲と能力を高め、組織の活性化と公務能率
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等に伴い特別急行列車等を利用する職員にあっては、これに加え、特別

料金等の額の２分の１に相当する額を支給している。�

本県においても、職員が個々の事情に応じた通勤手段をより柔軟に選

択できるようにすることは、東西に長い本県の地理的事情のもとで勤務

地を異にする異動の円滑化や離職防止に資する観点から取り組む必要が

ある。このことから、人事院勧告に準じて通勤手当の支給限度額を、特

別急行列車等の特別料金等の額を含めて１か月当たり�������円に引き

上げ、また、この支給限度額の範囲内で、特別急行列車等を利用する場

合の特別料金等の額についても、全額を支給することとする。�

�

（イ）特別急行列車等に係る通勤手当の支給要件�

国においては、新幹線等を通勤に利用しやすくすることにより、様々

な事情を有する職員の勤務継続を可能とし、人事配置の円滑化を図る観

点から、新幹線等に係る通勤手当の支給要件を見直すこととしている。�

具体的には、新幹線等の利用により通勤時間が片道当たり��分以上短

縮されることを求める要件の廃止や、異動等の直前の住居からの通勤で

あることを求める要件などを緩和し、育児、介護等のやむを得ない事情

により転居して新幹線等による通勤を必要とする職員で、異動等により

新幹線等による通勤を行う職員と同様に取り扱う必要があるものに対し

ても手当を支給することとしている。�

本県においても、国と同様に、多様化するワークスタイルやライフス

タイルに対応し、異動をめぐる様々なニーズに適応した手当の支給が求

められていることから、国に準じた支給要件の見直しを行うこととする。�

具体的には、特別急行列車等の利用により通勤時間が��分以上短縮さ

れることを求める等の基準を廃止する。また、本県においては、異動等

の直前の住居からの通勤であることを求める要件などについて、父母の

介護その他のやむを得ない事情により転居して特別急行列車等による通

勤を必要とする職員については、異動等により特別急行列車等による通

勤を行う職員と同様に取り扱うこととしている。この要件をさらに緩和

し、育児等のやむを得ない事情についても対象に含めることとする。�

（ウ）高速自動車国道等の有料道路利用に係る通勤手当の支給要件�

本県においては、新幹線がなく、公共交通機関の利便性も低い中、県

内各地に点在する公署・学校への自動車による長距離通勤の実態が多く

みられる。公共交通機関の運行状況から、自動車による長距離通勤をせ

ざるを得ない実態がある本県職員の場合、前記（ア）による改善を図る

こととしても、国と同様の処遇改善の効果は小さいと考えられる。�

異動の円滑化や離職防止に加え、長距離通勤による身体的負担の軽減

や働き方改革に資する観点からも、有料道路利用に係る通勤手当の支給

要件について、本県の事情を考慮した所要の検討を行う必要がある。�

�

カ� 管理職員特別勤務手当�

国においては、管理職員に対してその勤務実態に応じた適切な処遇を確

保する観点から、現行では午前０時から午前５時までとなっている平日深

夜に係る管理職員特別勤務手当の支給対象時間帯を、通常は正規の勤務時

間が設定されない時間帯である午後��時から午前５時までに拡大すること

としている。�

本県においても、災害への対処など他律的な事由により深夜に及ぶ勤務

を相当程度行う事態もあることから、人事院勧告に準じて平日深夜に係る

管理職員特別勤務手当の支給対象時間帯を拡大する。�

また、国においては、各府省において管理職員特別勤務手当が適切に支

給されるよう、支給対象となる勤務の具体例を示し、支給要件を明確化す

る予定であることから、引き続き国の動向を注視していく必要がある。�

�

キ� 特別給�

（ア）勤勉手当の成績率等�

国においては、勤務成績に応じて支給される勤勉手当において、特に

高い業績を挙げた者に対してより高い水準の処遇が可能になるよう、現

在平均支給月数の２倍に設定している「特に優秀」の成績区分の成績率

の上限を、平均支給月数の３倍に引き上げることとしている。�

本県においても、職員の意欲と能力を高め、組織の活性化と公務能率
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の向上を図るため、職員の能力と実績を適切に把握し、給与処遇に適時

的確に反映していく必要がある。このため、国に準じ、制度として現在

平均支給月数の２倍に設定している成績率の上限を、平均支給月数の３

倍に引き上げる。�

なお、実際の運用に当たっては、各任命権者において、職員の意欲と

組織パフォーマンスが極大化されるよう適切な評価を行うとともに職員

の納得感が担保されるよう配慮する必要がある。�

�

（イ）特定任期付職員のボーナス制度�

本県においても、国と同様に、現行の特定任期付職員のボーナスは、

期末手当のみで勤勉手当は支給されず、特に顕著な業績を挙げた場合に

は、年に１回特定任期付職員業績手当（給料月額の１か月分）が支給可

能となっている。�

国においては、公務全体として能力・実績に基づく人事管理の推進や

人材確保の観点から、勤務成績に応じてより高い年収水準を可能とする

ため、特定任期付職員のボーナスを、期末手当と人事評価の結果等に応

じて支給される勤勉手当から成る構成に改め、特定任期付職員業績手当

を廃止することとしている。�

これに伴い、本県においても同様の改正を行う。�

ａ� 期末手当及び勤勉手当の支給月数等�

特定任期付職員の期末手当及び勤勉手当の平均支給月数は、民間事

業所における特別給の支給状況及び国の動向を総合的に勘案し、年間

で期末手当����月、勤勉手当����月とする。また、６月期と��月期の

支給月数が均等になるよう定める。�

ｂ� 勤勉手当の成績率�

特定任期付職員の勤勉手当における成績率の上限について、国に準

じ、平均支給月数の３倍に設定する。�

�

ク� 定年前再任用短時間勤務職員等の給与�

国においては、定年前再任用短時間勤務職員等に対し、制度創設時には

想定されていなかった人事運用の変化が生じていることから、現在支給さ

れていない手当の中で異動の円滑化に資するものを新たに支給することと

している。�

本県においても、高齢層職員の職務経験を活かした人事管理ができるよ

う給与面からも支援する必要があり、人事院勧告に準じた改正を行う。�

具体的には、地域手当（特例的に支給されるもの）、住居手当、特地勤務

手当（同手当に準ずる手当を含む。）及びへき地手当（同手当に準ずる手当

を含む。）を支給する。�

なお、特地勤務手当に準ずる手当及びへき地手当に準ずる手当について

は、令和７年４月１日以降の異動等から適用する。�

�

９� その他の課題�

（１）通勤手当の支給管理�

本勧告に基づく通勤手当の改正にあたっては、特別急行列車等に係る通勤

手当について、通勤実績に応じた適切な支給及び管理がなされるよう対応す

る必要がある。�

�

（２）教育職員の給与�

本年８月の中央教育審議会（文部科学大臣の諮問機関）の答申「「令和の日

本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的

な方策について」において、教員に一律４％支給されている教職調整額の率

を少なくとも��％以上にすることや、教諭と主幹教諭の間に新たな級を創設

し６級制とすることなど、教育職員の処遇について改善を図る必要があると

されたところであり、本県においても国の動向を注視する必要がある。�

また、産業教育手当及び定時制通信教育手当については、社会情勢の変化

に適切に対応したものとなるよう、昨今の教員確保の状況や他の都道府県の

状況等を踏まえて見直しを行う必要がある。�

� �
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の向上を図るため、職員の能力と実績を適切に把握し、給与処遇に適時

的確に反映していく必要がある。このため、国に準じ、制度として現在

平均支給月数の２倍に設定している成績率の上限を、平均支給月数の３

倍に引き上げる。�

なお、実際の運用に当たっては、各任命権者において、職員の意欲と

組織パフォーマンスが極大化されるよう適切な評価を行うとともに職員

の納得感が担保されるよう配慮する必要がある。�

�

（イ）特定任期付職員のボーナス制度�

本県においても、国と同様に、現行の特定任期付職員のボーナスは、

期末手当のみで勤勉手当は支給されず、特に顕著な業績を挙げた場合に

は、年に１回特定任期付職員業績手当（給料月額の１か月分）が支給可

能となっている。�

国においては、公務全体として能力・実績に基づく人事管理の推進や

人材確保の観点から、勤務成績に応じてより高い年収水準を可能とする

ため、特定任期付職員のボーナスを、期末手当と人事評価の結果等に応

じて支給される勤勉手当から成る構成に改め、特定任期付職員業績手当

を廃止することとしている。�

これに伴い、本県においても同様の改正を行う。�

ａ� 期末手当及び勤勉手当の支給月数等�

特定任期付職員の期末手当及び勤勉手当の平均支給月数は、民間事

業所における特別給の支給状況及び国の動向を総合的に勘案し、年間

で期末手当����月、勤勉手当����月とする。また、６月期と��月期の

支給月数が均等になるよう定める。�

ｂ� 勤勉手当の成績率�

特定任期付職員の勤勉手当における成績率の上限について、国に準

じ、平均支給月数の３倍に設定する。�

�

ク� 定年前再任用短時間勤務職員等の給与�

国においては、定年前再任用短時間勤務職員等に対し、制度創設時には

想定されていなかった人事運用の変化が生じていることから、現在支給さ

れていない手当の中で異動の円滑化に資するものを新たに支給することと

している。�

本県においても、高齢層職員の職務経験を活かした人事管理ができるよ

う給与面からも支援する必要があり、人事院勧告に準じた改正を行う。�

具体的には、地域手当（特例的に支給されるもの）、住居手当、特地勤務

手当（同手当に準ずる手当を含む。）及びへき地手当（同手当に準ずる手当

を含む。）を支給する。�

なお、特地勤務手当に準ずる手当及びへき地手当に準ずる手当について

は、令和７年４月１日以降の異動等から適用する。�

�

９� その他の課題�

（１）通勤手当の支給管理�

本勧告に基づく通勤手当の改正にあたっては、特別急行列車等に係る通勤

手当について、通勤実績に応じた適切な支給及び管理がなされるよう対応す

る必要がある。�

�

（２）教育職員の給与�

本年８月の中央教育審議会（文部科学大臣の諮問機関）の答申「「令和の日

本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的

な方策について」において、教員に一律４％支給されている教職調整額の率

を少なくとも��％以上にすることや、教諭と主幹教諭の間に新たな級を創設

し６級制とすることなど、教育職員の処遇について改善を図る必要があると

されたところであり、本県においても国の動向を注視する必要がある。�

また、産業教育手当及び定時制通信教育手当については、社会情勢の変化

に適切に対応したものとなるよう、昨今の教員確保の状況や他の都道府県の

状況等を踏まえて見直しを行う必要がある。�

� �
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った教育職員を確保できないことが挙げられる。�

このため、教育委員会では新たな試験制度の導入や県外試験会場の設置

等により受験者の確保に努めるとともに、教員の魅力を発信するポータル

サイトの開設や県内大学及び県外私立大学との連携協定の活用等、高校生

や大学１、２年生へのアプローチも含め、教員志望者の裾野を広げる取組

を行っている。�

さらに、志望者減少の背景として長時間勤務等、勤務環境への懸念・不

安等も存在していると考えられることから、働き方改革にも取り組んでい

る。�

また、これまで教育現場を支えてきた講師や再任用職員の確保が困難に

なっていることも教育職員の不足の要因となっている。�

このため、働き方改革をより一層進めるとともに、教員志望者を増やす

ための魅力発信、受験者確保のための試験制度の見直しなど総合的に取組

を行っていく必要がある。�

�

ウ� 警察官の採用�

警察官採用試験の受験者は、近年、大幅に減少しており人材確保が厳し

い状況となっている。�

こうした背景には、若年人口の減少に加え、厳しい職務内容のイメージ

があることも要因の一つと考えられる。�

このため、実際に警察官とふれあい、仕事を体験できるオープンポリス

の実施、県内外の大学及び専門学校や県内高校への訪問、オンラインによ

る説明会の実施、若手職員の人脈を活かした採用募集活動、505等を活用し

た情報発信等の活動を積極的に行い、受験者確保のための取組を強化して

いる。�

また、受験可能年齢の引上げや高校既卒者のみを対象とした試験区分の

創設、特別な公務員試験対策を要しない筆記試験を導入する等多様な選択

肢を提供し、受験者確保を図っている。�

今後も、警察官の仕事の魅力ややりがい等を積極的に情報発信していく

とともに、必要に応じて試験制度の見直しを検討していく必要がある。�

Ⅱ� 人事管理に関する報告�

１� 人材の確保及び育成�

（１）人材の確保�

ア� 職員の採用�

若年人口の減少や民間企業の高い採用意欲、他の自治体との競合等を背

景に、近年、採用試験の受験者確保に苦慮している。�

このため、これまでも、特別な公務員試験対策を要しない試験区分の創

設、新たな経験者採用試験の実施、試験日程の追加など、受験者確保のた

めの試験制度の見直しを行ってきた。�

また、県職員の仕事の魅力ややりがい等を伝えるため、9GDサイトや505

の活用、就職説明会の開催、島根県庁短期仕事体験（旧インターンシップ）

や学生との座談会、県庁職場体験の実施等、任命権者と連携のうえ、より

効果的な情報発信を積極的に行い、受験者確保に取り組んでいる。�

このような取組を行っているものの、大学卒業程度試験の受験者は昨年

度と比べ減少し、一部の技術系職種については受験者数が採用予定者数を

下回るなど、人材の確保が困難な状況が続いている。特に獣医師について

は、毎年度��名程度の欠員が生じており、人材の確保が大きな課題となっ

ている。�

今後も任命権者と連携して、県職員の仕事の魅力ややりがい等を積極的

に情報発信し、また、短期仕事体験の充実や、短期仕事体験を通じて得ら

れた情報を採用に活用するなど、県職員を志望する者を増やす取組を進め

るとともに、試験区分ごとに検証を行い、中堅層や即戦力確保のため、経

験者採用試験を有効に活用するなど、適宜、必要に応じて試験制度の見直

しを行うことで受験者確保を図っていく。�

�

イ� 教育職員の採用�

全国的に教育職員の不足が問題となっており、本県においても令和６年

４月１日時点に公立学校において��名の欠員が生じる等、人材の確保が大

きな課題となっている。�

教育職員が不足する要因として、志望者の減少等により、必要数に見合
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った教育職員を確保できないことが挙げられる。�

このため、教育委員会では新たな試験制度の導入や県外試験会場の設置

等により受験者の確保に努めるとともに、教員の魅力を発信するポータル

サイトの開設や県内大学及び県外私立大学との連携協定の活用等、高校生

や大学１、２年生へのアプローチも含め、教員志望者の裾野を広げる取組

を行っている。�

さらに、志望者減少の背景として長時間勤務等、勤務環境への懸念・不

安等も存在していると考えられることから、働き方改革にも取り組んでい

る。�

また、これまで教育現場を支えてきた講師や再任用職員の確保が困難に

なっていることも教育職員の不足の要因となっている。�

このため、働き方改革をより一層進めるとともに、教員志望者を増やす

ための魅力発信、受験者確保のための試験制度の見直しなど総合的に取組

を行っていく必要がある。�

�

ウ� 警察官の採用�

警察官採用試験の受験者は、近年、大幅に減少しており人材確保が厳し

い状況となっている。�

こうした背景には、若年人口の減少に加え、厳しい職務内容のイメージ

があることも要因の一つと考えられる。�

このため、実際に警察官とふれあい、仕事を体験できるオープンポリス

の実施、県内外の大学及び専門学校や県内高校への訪問、オンラインによ

る説明会の実施、若手職員の人脈を活かした採用募集活動、505等を活用し

た情報発信等の活動を積極的に行い、受験者確保のための取組を強化して

いる。�

また、受験可能年齢の引上げや高校既卒者のみを対象とした試験区分の

創設、特別な公務員試験対策を要しない筆記試験を導入する等多様な選択

肢を提供し、受験者確保を図っている。�

今後も、警察官の仕事の魅力ややりがい等を積極的に情報発信していく

とともに、必要に応じて試験制度の見直しを検討していく必要がある。�

Ⅱ� 人事管理に関する報告�

１� 人材の確保及び育成�

（１）人材の確保�

ア� 職員の採用�

若年人口の減少や民間企業の高い採用意欲、他の自治体との競合等を背

景に、近年、採用試験の受験者確保に苦慮している。�

このため、これまでも、特別な公務員試験対策を要しない試験区分の創

設、新たな経験者採用試験の実施、試験日程の追加など、受験者確保のた

めの試験制度の見直しを行ってきた。�

また、県職員の仕事の魅力ややりがい等を伝えるため、9GDサイトや505

の活用、就職説明会の開催、島根県庁短期仕事体験（旧インターンシップ）

や学生との座談会、県庁職場体験の実施等、任命権者と連携のうえ、より

効果的な情報発信を積極的に行い、受験者確保に取り組んでいる。�

このような取組を行っているものの、大学卒業程度試験の受験者は昨年

度と比べ減少し、一部の技術系職種については受験者数が採用予定者数を

下回るなど、人材の確保が困難な状況が続いている。特に獣医師について

は、毎年度��名程度の欠員が生じており、人材の確保が大きな課題となっ

ている。�

今後も任命権者と連携して、県職員の仕事の魅力ややりがい等を積極的

に情報発信し、また、短期仕事体験の充実や、短期仕事体験を通じて得ら

れた情報を採用に活用するなど、県職員を志望する者を増やす取組を進め

るとともに、試験区分ごとに検証を行い、中堅層や即戦力確保のため、経

験者採用試験を有効に活用するなど、適宜、必要に応じて試験制度の見直

しを行うことで受験者確保を図っていく。�

�

イ� 教育職員の採用�

全国的に教育職員の不足が問題となっており、本県においても令和６年

４月１日時点に公立学校において��名の欠員が生じる等、人材の確保が大

きな課題となっている。�

教育職員が不足する要因として、志望者の減少等により、必要数に見合
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人材育成を工夫する必要がある。�

�

２� 働き方改革の推進�

職員の健康保持や人材確保の観点等から長時間勤務の是正は喫緊の課題であ

り、その縮減に取り組んでいく必要がある。�

公務職場が魅力的であるためには、職員が働きやすい勤務環境を整備し、働

き方改革を推進していくことが重要である。�

�

（１）長時間勤務の是正�

本県では、令和元年度から、人事委員会規則により、時間外勤務命令を行

うことができる上限を、原則、月��時間、年���時間以内とし、臨時的な特別

の事情がある場合でも、年���時間以内、単月���時間未満、複数月平均��時

間以内とした。�

なお、大規模な災害への対応等公務の運営上、真にやむを得ない場合には、

この上限を超えることができる。�

上限の時間を超えた場合には、当該時間外勤務を命ずることが公務の運営

上、真にやむを得なかったのか事後的に検証を行うものとしたが、緊急的な

対応にあっても、職員の勤務状況や健康状態を注視し、安易な運用にならな

いようにすることが重要である。�

この上限規制の導入に併せ、任命権者において、時間外勤務の縮減に向け

た働き方改革の取組が強化され、予算編成を通じた事業のスクラップ・アン

ド・ビルドの徹底、業務プロセスの見直しなど、業務量の削減、効率化が推

し進められている。�

知事部局においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大への対応に伴

う業務量増加により、令和３年度まで時間外勤務が増加していたが、令和４

年度以降は減少している。しかし、コロナ禍で縮小されていた業務が元に戻

る懸念もあり、引き続き時間外勤務縮減に向けた取組を進めることが必要で

ある。�

また、業務量の削減、効率化には組織トップや管理職員のリーダーシップ

が果たす役割が大きいことから、管理職員等のマネジメント力の強化を図る

さらに、ワーク・ライフ・バランスの向上に努めるなど、働きやすい職

場環境の整備に努めるほか、警察官は採用後、警察学校への入校が必須と

なることから、警察学校での教育・訓練効果を高め、現場職務への円滑な

移行につながるよう、校舎設備や寮の居住環境を整え、人材確保につなげ

ていく必要がある。�

�

エ� 障がい者の雇用�

障がい者の雇用にあたっては、障がいのある職員が活躍しやすい職場づ

くりや人事管理を進めることが必要であり、各任命権者は、策定している

障がい者活躍推進計画に基づき、障がいのある職員の定着・活躍に向けた

取組を推進している。�

引き続き、障がい者の積極的な採用に努めるとともに、同計画に定める

取組を着実に実施し、障がいのある職員が、障がい特性や個性に応じて能

力を十分に発揮し、働きやすく、やりがいを感じることができる職場づく

りを進める必要がある。�

�

（２）人材の育成�

人口減少・少子高齢化が進む中、過去に経験のない新たな課題に直面する

など、複雑・高度化する行政課題に迅速かつ的確に対応し、県民の期待と信

頼に応えていくためには、限られた人材を最大限に活用することが必要であ

り、職員一人一人の公務に対する意欲と能力を高めるための人材育成がます

ます重要となっている。�

このため、各任命権者においては、人材育成基本方針等に基づき、求めら

れる人材を効果的に育成していくため、階層別研修の充実や人事管理全体を

通じた総合的かつ計画的な人材育成の取組が行われている。�

今後、管理職や課長補佐級を担う職員が減少し、若手職員が増加すること

が見込まれることから、管理職を見据えた職員の育成を進めるとともに、職

員一人一人の能力が最大限に発揮されるよう、階層別の人材育成に取り組む

など、人材育成の取組を一層進めていく必要がある。�

また、会計年度任用職員についても、職務に応じた能力が発揮できるよう、
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人材育成を工夫する必要がある。�

�

２� 働き方改革の推進�

職員の健康保持や人材確保の観点等から長時間勤務の是正は喫緊の課題であ

り、その縮減に取り組んでいく必要がある。�

公務職場が魅力的であるためには、職員が働きやすい勤務環境を整備し、働

き方改革を推進していくことが重要である。�

�

（１）長時間勤務の是正�

本県では、令和元年度から、人事委員会規則により、時間外勤務命令を行

うことができる上限を、原則、月��時間、年���時間以内とし、臨時的な特別

の事情がある場合でも、年���時間以内、単月���時間未満、複数月平均��時

間以内とした。�

なお、大規模な災害への対応等公務の運営上、真にやむを得ない場合には、

この上限を超えることができる。�

上限の時間を超えた場合には、当該時間外勤務を命ずることが公務の運営

上、真にやむを得なかったのか事後的に検証を行うものとしたが、緊急的な

対応にあっても、職員の勤務状況や健康状態を注視し、安易な運用にならな

いようにすることが重要である。�

この上限規制の導入に併せ、任命権者において、時間外勤務の縮減に向け

た働き方改革の取組が強化され、予算編成を通じた事業のスクラップ・アン

ド・ビルドの徹底、業務プロセスの見直しなど、業務量の削減、効率化が推

し進められている。�

知事部局においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大への対応に伴

う業務量増加により、令和３年度まで時間外勤務が増加していたが、令和４

年度以降は減少している。しかし、コロナ禍で縮小されていた業務が元に戻

る懸念もあり、引き続き時間外勤務縮減に向けた取組を進めることが必要で

ある。�

また、業務量の削減、効率化には組織トップや管理職員のリーダーシップ

が果たす役割が大きいことから、管理職員等のマネジメント力の強化を図る

さらに、ワーク・ライフ・バランスの向上に努めるなど、働きやすい職

場環境の整備に努めるほか、警察官は採用後、警察学校への入校が必須と

なることから、警察学校での教育・訓練効果を高め、現場職務への円滑な

移行につながるよう、校舎設備や寮の居住環境を整え、人材確保につなげ

ていく必要がある。�

�

エ� 障がい者の雇用�

障がい者の雇用にあたっては、障がいのある職員が活躍しやすい職場づ

くりや人事管理を進めることが必要であり、各任命権者は、策定している

障がい者活躍推進計画に基づき、障がいのある職員の定着・活躍に向けた

取組を推進している。�

引き続き、障がい者の積極的な採用に努めるとともに、同計画に定める

取組を着実に実施し、障がいのある職員が、障がい特性や個性に応じて能

力を十分に発揮し、働きやすく、やりがいを感じることができる職場づく

りを進める必要がある。�

�

（２）人材の育成�

人口減少・少子高齢化が進む中、過去に経験のない新たな課題に直面する

など、複雑・高度化する行政課題に迅速かつ的確に対応し、県民の期待と信

頼に応えていくためには、限られた人材を最大限に活用することが必要であ

り、職員一人一人の公務に対する意欲と能力を高めるための人材育成がます

ます重要となっている。�

このため、各任命権者においては、人材育成基本方針等に基づき、求めら

れる人材を効果的に育成していくため、階層別研修の充実や人事管理全体を

通じた総合的かつ計画的な人材育成の取組が行われている。�

今後、管理職や課長補佐級を担う職員が減少し、若手職員が増加すること

が見込まれることから、管理職を見据えた職員の育成を進めるとともに、職

員一人一人の能力が最大限に発揮されるよう、階層別の人材育成に取り組む

など、人材育成の取組を一層進めていく必要がある。�

また、会計年度任用職員についても、職務に応じた能力が発揮できるよう、
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援学校２校）約�����人を対象に「教職員の休憩時間及び持ち帰り仕事等の実

態調査」が行われ、各対象校で任意に定めた１週間において、調査対象者の

約半数（����％）が持ち帰り仕事をしており、日数と時間は、週あたり���日、

１回あたり約��分との結果であった。また、勤務日５日間の休憩時間につい

て、すべての時間で休憩できたと回答した割合は��％に留まり、児童生徒へ

の指導や授業準備等により、多くの教職員が休憩時間をとれていない状況も

明らかになった。�

この調査は今年度も実施されることとされており、その結果や分析を踏ま

えた教職員の働き方改革の取組について本委員会としても注視していく。�

令和６年度には、市町村立小中学校を県及び市町村教育委員会教育長が訪

問し、年間授業時数の見直しや業務削減など管理職への改革意識醸成を行う

等の取組が行われている。�

また、専門的知見を基に困難事案について助言を行うスクールロイヤー、

教頭の事務負担軽減を図るための教頭マネジメント支援員など、教職員の負

担軽減を図る新たな外部サポート人材の活用が進められている。�

引き続き、スクールサポートスタッフの配置促進など、外部サポート人材

の活用を一層進めることにより、負担の軽減を図る必要がある。�

これらの取組を進め、さらなる時間外縮減を図るとともに、教職員が児童・

生徒と向き合える時間を確保していく必要がある。�

部活動のあり方については、スポーツ庁・文化庁から令和４年��月に「学

校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライ

ン」が示され、本県においても「部活動の在り方に関する方針」が令和６年

２月に改訂された。引き続き、国の方針も踏まえつつ、部活動の適正な運営

のあり方を検討し、教職員の部活指導における負担軽減を図っていく必要が

ある。�

特に、部活動の指導について、部活動指導員や外部指導者の確保は時間外

勤務縮減や精神的負担軽減など、教職員の負担軽減を進めるうえで有効であ

ることから、地域の実情を踏まえながら取り組んでいく必要がある。�

教育職員の時間外勤務については、県立学校の教育職員の業務の量の適切

な管理に関する規則などに定められた時間外在校時間の上限時間を超えない

とともに、時間外勤務もやむを得ないといった職場の雰囲気や職員意識を変

革する必要がある。�

本委員会としては、時間外勤務の状況を把握し、必要に応じて任命権者を

指導するとともに、長時間勤務是正の進捗状況を注視していく。�

�

（２）教職員の負担軽減の推進�

全国的に教育職員の長時間勤務の改善が課題となる中、本県の教育職員に

ついても、教育職員の高い使命感と熱意に支えられて長時間勤務が行われて

いること、教育職員の多忙感・負担感が限界に達している状況にあることや、

健康保持やワーク・ライフ・バランスの観点はもとより、教育をより充実さ

せる観点からも教育職員の負担軽減とゆとりを持って児童・生徒と向き合え

る時間の確保を図る必要があることが確認されている。�

本委員会でも、近年、小・中・高等学校及び特別支援学校を訪問し、教職

員の時間外勤務の状況、働き方改革の取組状況など、教職員の勤務状況につ

いての実態把握を行い、教職員の負担を軽減し、児童・生徒と向き合える時

間の確保及びワーク・ライフ・バランスの推進を図る必要があることを確認

した。�

教職員の負担軽減への対策について、任命権者では、国のガイドラインを

踏まえ、平成��年３月に「教職員の働き方改革プラン」を策定し、令和元年

度以降３年間を重点期間として、時間外勤務時間を全学種平均で１人あたり

月��時間、年���時間以内とする目標に向け、事務作業を補助するスクールサ

ポートスタッフ（小中学校）及び業務アシスタント（県立学校、令和５年度

から学校アシスタントに改称）の配置、全日制普通科高等学校すべてに主幹

教諭を県単独で加配する等の取組が行われた。また、各学校においても、+%6

を活用した業務負担の軽減など、それぞれ工夫して取組を進めてきた。これ

らの取組の結果、１人あたりの時間外勤務時間の平均が減少するなど、一定

の成果が見られたが目標達成には至らず、年次有給休暇の取得日数や、ワー

ク・ライフ・バランスがとれていると感じる教職員の割合も目標を達成でき

ていない状況であった。�

令和５年度には、��校（小学校��校、中学校��校、高等学校６校、特別支
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援学校２校）約�����人を対象に「教職員の休憩時間及び持ち帰り仕事等の実

態調査」が行われ、各対象校で任意に定めた１週間において、調査対象者の

約半数（����％）が持ち帰り仕事をしており、日数と時間は、週あたり���日、

１回あたり約��分との結果であった。また、勤務日５日間の休憩時間につい

て、すべての時間で休憩できたと回答した割合は��％に留まり、児童生徒へ

の指導や授業準備等により、多くの教職員が休憩時間をとれていない状況も

明らかになった。�

この調査は今年度も実施されることとされており、その結果や分析を踏ま

えた教職員の働き方改革の取組について本委員会としても注視していく。�

令和６年度には、市町村立小中学校を県及び市町村教育委員会教育長が訪

問し、年間授業時数の見直しや業務削減など管理職への改革意識醸成を行う

等の取組が行われている。�

また、専門的知見を基に困難事案について助言を行うスクールロイヤー、

教頭の事務負担軽減を図るための教頭マネジメント支援員など、教職員の負

担軽減を図る新たな外部サポート人材の活用が進められている。�

引き続き、スクールサポートスタッフの配置促進など、外部サポート人材

の活用を一層進めることにより、負担の軽減を図る必要がある。�

これらの取組を進め、さらなる時間外縮減を図るとともに、教職員が児童・

生徒と向き合える時間を確保していく必要がある。�

部活動のあり方については、スポーツ庁・文化庁から令和４年��月に「学

校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライ

ン」が示され、本県においても「部活動の在り方に関する方針」が令和６年

２月に改訂された。引き続き、国の方針も踏まえつつ、部活動の適正な運営

のあり方を検討し、教職員の部活指導における負担軽減を図っていく必要が

ある。�

特に、部活動の指導について、部活動指導員や外部指導者の確保は時間外

勤務縮減や精神的負担軽減など、教職員の負担軽減を進めるうえで有効であ

ることから、地域の実情を踏まえながら取り組んでいく必要がある。�

教育職員の時間外勤務については、県立学校の教育職員の業務の量の適切

な管理に関する規則などに定められた時間外在校時間の上限時間を超えない

とともに、時間外勤務もやむを得ないといった職場の雰囲気や職員意識を変

革する必要がある。�

本委員会としては、時間外勤務の状況を把握し、必要に応じて任命権者を

指導するとともに、長時間勤務是正の進捗状況を注視していく。�

�

（２）教職員の負担軽減の推進�

全国的に教育職員の長時間勤務の改善が課題となる中、本県の教育職員に

ついても、教育職員の高い使命感と熱意に支えられて長時間勤務が行われて

いること、教育職員の多忙感・負担感が限界に達している状況にあることや、

健康保持やワーク・ライフ・バランスの観点はもとより、教育をより充実さ

せる観点からも教育職員の負担軽減とゆとりを持って児童・生徒と向き合え

る時間の確保を図る必要があることが確認されている。�

本委員会でも、近年、小・中・高等学校及び特別支援学校を訪問し、教職

員の時間外勤務の状況、働き方改革の取組状況など、教職員の勤務状況につ

いての実態把握を行い、教職員の負担を軽減し、児童・生徒と向き合える時

間の確保及びワーク・ライフ・バランスの推進を図る必要があることを確認

した。�

教職員の負担軽減への対策について、任命権者では、国のガイドラインを

踏まえ、平成��年３月に「教職員の働き方改革プラン」を策定し、令和元年

度以降３年間を重点期間として、時間外勤務時間を全学種平均で１人あたり

月��時間、年���時間以内とする目標に向け、事務作業を補助するスクールサ

ポートスタッフ（小中学校）及び業務アシスタント（県立学校、令和５年度

から学校アシスタントに改称）の配置、全日制普通科高等学校すべてに主幹

教諭を県単独で加配する等の取組が行われた。また、各学校においても、+%6

を活用した業務負担の軽減など、それぞれ工夫して取組を進めてきた。これ

らの取組の結果、１人あたりの時間外勤務時間の平均が減少するなど、一定

の成果が見られたが目標達成には至らず、年次有給休暇の取得日数や、ワー

ク・ライフ・バランスがとれていると感じる教職員の割合も目標を達成でき

ていない状況であった。�

令和５年度には、��校（小学校��校、中学校��校、高等学校６校、特別支
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４� 勤務環境の整備（ワーク・ライフ・バランスの推進）�

本県においては、令和２年３月に、令和６年度までを計画期間とする「すべ

ての職員がいきいきと働き、能力を発揮できる職場づくり推進計画−島根県特定

事業主行動計画�」（以下、「特定事業主行動計画」という。）が策定され、「男

女ともにワーク・ライフ・バランスを実現し、その能力を伸ばし発揮して、い

きいきと働くことができる職場」を「目指す姿」として様々な取組が進められ

ている。�

職員が意欲を持って仕事に取り組むとともに、家庭や地域においても充実し

た生活を送ることができるようにするワーク・ライフ・バランスを実現するこ

とは重要な課題であり、そのための勤務環境の整備に努めなければならない。�

�

（１）女性活躍推進及び仕事と生活の両立支援�

ア� 女性職員の能力発揮のための環境づくり�

女性職員がその能力を伸ばし発揮していくために、多様な部署への積極

的な配置や、個々の持つ能力や強みを活用して管理職への登用を行う等、

自らが希望する働き方を選択しながら、意欲をもって働くことのできる職

場環境づくりが進められている。�

また、長期的なキャリアビジョンを意識して仕事に取り組む姿勢を身に

つけることができるよう、キャリア形成支援の取組も進められている。�

このような取組の結果、知事部局における職員の管理職に占める女性の

割合、教育委員会における初等中等教育機関の教頭以上に占める女性の割

合はいずれも着実に増加している。�

引き続き、特定事業主行動計画に掲げた「目指す姿」の達成に向けて、

計画で示した様々な取組を一つ一つ速やかに具現化し、着実に実行してい

くことが必要である。�

本委員会としても、女性職員がやりがいを心から感じながら活躍するこ

とができるよう、取組状況を注視する。�

�

イ� 仕事と生活の両立支援�

仕事と生活の両立支援を推進するためには、年次有給休暇等の休暇が取

よう業務の量の管理を適切に行い、長時間勤務の是正をさらに図る必要があ

る。�

なお、令和５年��月に、保護者や地域住民をはじめ広く県民に対して、改

めて教職員の働き方改革について理解と協力を求めるため、県及び市町村教

育委員会教育長による「共同メッセージ」が発表された。本委員会としても、

教職員の負担軽減の推進は、教育委員会や教職員の努力だけで達成すること

は難しいと認識しており、地域社会のより一層の理解と協力をお願いする。�

教職員の心身の健康保持が図られ、やりがいを感じながら児童・生徒と向

き合うことができる環境の整備が図られるよう、取組状況を注視していく。�

�

３� 能力・実績に基づく人事管理の推進�

地方公務員法においては、能力と実績に基づく人事管理の徹底を図るべく、

人事評価制度が導入されており、任命権者において、人事評価を任用、給与、

分限、その他の人事管理の基礎として活用し、人事評価の結果に応じた措置を

講じることが義務づけられている。�

本委員会では、これまで各任命権者に対して、地方公務員法の趣旨・規定を

踏まえ、公正な人事評価制度を確立し、速やかに評価結果の処遇反映を進める

よう言及してきており、令和５年度からすべての任命権者において、勤勉手当

及び昇給に活用が図られている。�

近年、若手職員のほか、新たな経験者の採用試験区分創設や受験年齢の拡大

などにより、多様な経歴を持った職員も増える中、任命権者において、職員の

能力と実績を適切に把握し、人事異動や昇進管理、給与処遇等に適時的確に反

映していくことは、職員の意欲と能力を高め、組織の活性化と公務能率の向上

を図る観点からも重要であり、公正な人事評価制度の運用が不可欠である。�

このため、評価を行う職員の評価・育成能力の向上に向けた研修を充実させ

るとともに、期首面談での目標等の共通認識、期末面談での評価結果のフィー

ドバック等を通じて、評価職員と部下職員の円滑なコミュニケーションを適切

に図り、評価職員と部下職員双方にとって納得感のある運用をしていくことで、

職員個人の成長を組織としての課題解決能力に繋げていく必要がある。�

�
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４� 勤務環境の整備（ワーク・ライフ・バランスの推進）�

本県においては、令和２年３月に、令和６年度までを計画期間とする「すべ

ての職員がいきいきと働き、能力を発揮できる職場づくり推進計画−島根県特定

事業主行動計画�」（以下、「特定事業主行動計画」という。）が策定され、「男

女ともにワーク・ライフ・バランスを実現し、その能力を伸ばし発揮して、い

きいきと働くことができる職場」を「目指す姿」として様々な取組が進められ

ている。�

職員が意欲を持って仕事に取り組むとともに、家庭や地域においても充実し

た生活を送ることができるようにするワーク・ライフ・バランスを実現するこ

とは重要な課題であり、そのための勤務環境の整備に努めなければならない。�

�

（１）女性活躍推進及び仕事と生活の両立支援�

ア� 女性職員の能力発揮のための環境づくり�

女性職員がその能力を伸ばし発揮していくために、多様な部署への積極

的な配置や、個々の持つ能力や強みを活用して管理職への登用を行う等、

自らが希望する働き方を選択しながら、意欲をもって働くことのできる職

場環境づくりが進められている。�

また、長期的なキャリアビジョンを意識して仕事に取り組む姿勢を身に

つけることができるよう、キャリア形成支援の取組も進められている。�

このような取組の結果、知事部局における職員の管理職に占める女性の

割合、教育委員会における初等中等教育機関の教頭以上に占める女性の割

合はいずれも着実に増加している。�

引き続き、特定事業主行動計画に掲げた「目指す姿」の達成に向けて、

計画で示した様々な取組を一つ一つ速やかに具現化し、着実に実行してい

くことが必要である。�

本委員会としても、女性職員がやりがいを心から感じながら活躍するこ

とができるよう、取組状況を注視する。�

�

イ� 仕事と生活の両立支援�

仕事と生活の両立支援を推進するためには、年次有給休暇等の休暇が取

よう業務の量の管理を適切に行い、長時間勤務の是正をさらに図る必要があ

る。�

なお、令和５年��月に、保護者や地域住民をはじめ広く県民に対して、改

めて教職員の働き方改革について理解と協力を求めるため、県及び市町村教

育委員会教育長による「共同メッセージ」が発表された。本委員会としても、

教職員の負担軽減の推進は、教育委員会や教職員の努力だけで達成すること

は難しいと認識しており、地域社会のより一層の理解と協力をお願いする。�

教職員の心身の健康保持が図られ、やりがいを感じながら児童・生徒と向

き合うことができる環境の整備が図られるよう、取組状況を注視していく。�

�

３� 能力・実績に基づく人事管理の推進�

地方公務員法においては、能力と実績に基づく人事管理の徹底を図るべく、

人事評価制度が導入されており、任命権者において、人事評価を任用、給与、

分限、その他の人事管理の基礎として活用し、人事評価の結果に応じた措置を

講じることが義務づけられている。�

本委員会では、これまで各任命権者に対して、地方公務員法の趣旨・規定を

踏まえ、公正な人事評価制度を確立し、速やかに評価結果の処遇反映を進める

よう言及してきており、令和５年度からすべての任命権者において、勤勉手当

及び昇給に活用が図られている。�

近年、若手職員のほか、新たな経験者の採用試験区分創設や受験年齢の拡大

などにより、多様な経歴を持った職員も増える中、任命権者において、職員の

能力と実績を適切に把握し、人事異動や昇進管理、給与処遇等に適時的確に反

映していくことは、職員の意欲と能力を高め、組織の活性化と公務能率の向上

を図る観点からも重要であり、公正な人事評価制度の運用が不可欠である。�

このため、評価を行う職員の評価・育成能力の向上に向けた研修を充実させ

るとともに、期首面談での目標等の共通認識、期末面談での評価結果のフィー

ドバック等を通じて、評価職員と部下職員の円滑なコミュニケーションを適切

に図り、評価職員と部下職員双方にとって納得感のある運用をしていくことで、

職員個人の成長を組織としての課題解決能力に繋げていく必要がある。�

�

－27－



はもとより、職員の希望や事情に応じた、より柔軟な働き方が可能な環境を

整備し、出産、育児、介護等、職員それぞれのライフステージに即した制度

の充実が求められる。�

本県では、これまでも、年次有給休暇や夏季休暇の計画的取得及び連続取

得の推進や、年次有給休暇取得日数の目標値の引上げ、時差出勤勤務制度の

拡充などが行われてきた。�

また、在宅勤務について、現在、育児、介護等と仕事の両立を支援するた

めの試行運用が行われている。�

今後も、柔軟な働き方の推進と公務能率の向上を図るため、各種制度の効

果や課題を検証していく必要がある。�

なお、令和５年の人事院勧告において、令和７年４月からフレックスタイ

ム制により週１日を限度に勤務時間を割り振らない日を設定することを可能

とする制度を導入することが示された。さらに、同勧告において、人事院規

則に勤務間インターバル確保の努力義務規定を設け、令和６年４月から施行

することを目指すことが示された。このうち、勤務間インターバル確保につ

いては、人事院は、本年４月から、インターバルの目安となる時間を��時間

とするなどの通知をしたところである。�

これらの制度については、引き続き、国や他の都道府県の動向を注視して

いく必要がある。�

�

（３）健康増進への取組�

行政課題の複雑・高度化による職務の困難性の増加やその他様々な要因に

より、ストレスが増大している中、職員の心身の健康の保持・増進が必要で

ある。�

近年、心身の不調により長期の休暇・休職をする職員が増加していること

から、健康増進の取組を進めていく必要がある。�

このことは、職員が能力を最大限に発揮し、県民に対して質の高いサービ

スを提供する観点からも重要である。�

�

�

得しやすい職場環境づくりを進める必要があり、特定事業主行動計画にお

いて年次有給休暇の年間平均取得日数の目標を定め、取得促進に取り組ん

でいる。�

このような取組に加えて、出産や育児など様々なライフイベントに応じ

た支援を充実させていくことも重要である。�

令和４年４月１日に改正施行された職員の育児休業等に関する条例にお

いて、任命権者に対して、職員が育児休業を取得しやすい環境を整備する

ための措置が義務づけられた。これを受け、取得を希望する男性職員すべ

てが職場に気兼ねなく育児休業を取得できるよう、配偶者が妊娠した男性

職員から「育児休業等取得計画書」を提出してもらう、育児休業等の計画

が１か月に満たない場合は、その理由を確認するとともに職員が不在にす

る間の「職場対応計画書」を作成するなどの取組が行われている。�

こうした取組の効果もあり、男性職員の育児休業取得率は近年、大幅に

上昇している。�

男性職員が育児休業を取得することは、仕事と生活の両立支援の推進が

図られるだけではなく、「女性の出産による心身両面の負担軽減」や「女

性が意欲を持って働くことができる環境づくりやキャリア形成」を進める

うえでも重要である。�

このため、該当するすべての男性職員が育児休業を取得できるよう、育

児休業中の業務分担や業務の見直しへの配慮を行うなど、育児休業を気兼

ねなく取得できる職場づくりをより一層進めていく必要がある。�

なお、令和６年の人事院勧告において、民間労働法制の内容も踏まえ、

子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置拡充として、育児時

間の取得パターンの多様化や、超過勤務の免除の対象となる子の範囲の拡

大、子の看護休暇の取得事由の拡大などの見直しを図ることが示された。�

これらの制度について国や他の都道府県の動向を注視していく必要があ

る。�

�

（２）柔軟な働き方等への取組�

職員がワーク・ライフ・バランスを実現するためには、長時間勤務の是正
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はもとより、職員の希望や事情に応じた、より柔軟な働き方が可能な環境を

整備し、出産、育児、介護等、職員それぞれのライフステージに即した制度

の充実が求められる。�

本県では、これまでも、年次有給休暇や夏季休暇の計画的取得及び連続取

得の推進や、年次有給休暇取得日数の目標値の引上げ、時差出勤勤務制度の

拡充などが行われてきた。�

また、在宅勤務について、現在、育児、介護等と仕事の両立を支援するた

めの試行運用が行われている。�

今後も、柔軟な働き方の推進と公務能率の向上を図るため、各種制度の効

果や課題を検証していく必要がある。�

なお、令和５年の人事院勧告において、令和７年４月からフレックスタイ

ム制により週１日を限度に勤務時間を割り振らない日を設定することを可能

とする制度を導入することが示された。さらに、同勧告において、人事院規

則に勤務間インターバル確保の努力義務規定を設け、令和６年４月から施行

することを目指すことが示された。このうち、勤務間インターバル確保につ

いては、人事院は、本年４月から、インターバルの目安となる時間を��時間

とするなどの通知をしたところである。�

これらの制度については、引き続き、国や他の都道府県の動向を注視して

いく必要がある。�

�

（３）健康増進への取組�

行政課題の複雑・高度化による職務の困難性の増加やその他様々な要因に

より、ストレスが増大している中、職員の心身の健康の保持・増進が必要で

ある。�

近年、心身の不調により長期の休暇・休職をする職員が増加していること

から、健康増進の取組を進めていく必要がある。�

このことは、職員が能力を最大限に発揮し、県民に対して質の高いサービ

スを提供する観点からも重要である。�

�

�

得しやすい職場環境づくりを進める必要があり、特定事業主行動計画にお

いて年次有給休暇の年間平均取得日数の目標を定め、取得促進に取り組ん

でいる。�

このような取組に加えて、出産や育児など様々なライフイベントに応じ

た支援を充実させていくことも重要である。�

令和４年４月１日に改正施行された職員の育児休業等に関する条例にお

いて、任命権者に対して、職員が育児休業を取得しやすい環境を整備する

ための措置が義務づけられた。これを受け、取得を希望する男性職員すべ

てが職場に気兼ねなく育児休業を取得できるよう、配偶者が妊娠した男性

職員から「育児休業等取得計画書」を提出してもらう、育児休業等の計画

が１か月に満たない場合は、その理由を確認するとともに職員が不在にす

る間の「職場対応計画書」を作成するなどの取組が行われている。�

こうした取組の効果もあり、男性職員の育児休業取得率は近年、大幅に

上昇している。�

男性職員が育児休業を取得することは、仕事と生活の両立支援の推進が

図られるだけではなく、「女性の出産による心身両面の負担軽減」や「女

性が意欲を持って働くことができる環境づくりやキャリア形成」を進める

うえでも重要である。�

このため、該当するすべての男性職員が育児休業を取得できるよう、育

児休業中の業務分担や業務の見直しへの配慮を行うなど、育児休業を気兼

ねなく取得できる職場づくりをより一層進めていく必要がある。�

なお、令和６年の人事院勧告において、民間労働法制の内容も踏まえ、

子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置拡充として、育児時

間の取得パターンの多様化や、超過勤務の免除の対象となる子の範囲の拡

大、子の看護休暇の取得事由の拡大などの見直しを図ることが示された。�

これらの制度について国や他の都道府県の動向を注視していく必要があ

る。�

�

（２）柔軟な働き方等への取組�

職員がワーク・ライフ・バランスを実現するためには、長時間勤務の是正
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（４）ハラスメント防止対策�

ハラスメントは、職員の人格や尊厳を侵害し、勤務意欲を低下させ、職場

環境の悪化を招くものであり、その防止は重要な課題である。�

任命権者においては、これまでもパワーハラスメントを含むハラスメント

の防止に関して、「ハラスメントの防止等に関する要綱」等を作成し、研修

の実施、相談窓口の複数設置、専門相談員の配置などの取組を行うとともに、

令和２年６月１日施行の労働施策総合推進法の改正や国家公務員における人

事院規則の整備状況も踏まえ、さらに苦情相談体制の充実など対策の強化を

図っている。�

その一環として令和５年度に知事部局で実施されたハラスメントの職員ア

ンケートでは、ハラスメントを受けた際には、上司、先輩、同僚等が身近な

相談相手として重要な役割を果たしていることが見受けられる一方で、約３

割の職員が誰にも相談していないという結果となっている。�

このため、相談窓口の周知、相談しやすい環境づくりに取り組んでいくと

ともに、引き続き、職員一人一人にハラスメントに対する正しい認識とハラ

スメントをしてはならないという自覚を徹底するなど、ハラスメントのない

職場づくりの取組を一層進める必要がある。�

また、行政サービスの利用者からの言動で、当該言動を受ける職員が属す

る部局・所属の業務の範囲や程度を明らかに超える要求（いわゆるカスタマ

ー・ハラスメント）への対応についても関心が高まっている。令和５年度に

知事部局で実施されたアンケートでは、����％の職員がカスタマー・ハラス

メントを受けたと感じたことがあると回答している。職員が安心して働ける

職場環境をつくるため、カスタマー・ハラスメントに対しては、当該部局・

所属が組織として対応し、その内容に応じて、迅速かつ適切に職員の救済を

図る必要があることから、相談体制の整備や、マニュアルの見直し、職員向

け研修の実施などの取組を進める必要がある。�

�

５��高齢層職員の能力及び経験の活用�

定年の引上げに伴い令和６年４月から、��歳を超える高齢層職員の勤務形態

は、暫定再任用職員に加え、定年前再任用短時間勤務職員や役職定年制により

ア� 健康管理�

定年の引上げにより、今後、高齢層職員が増加していくことが見込まれ

ることから、これまで以上に健康管理施策を推進していく必要がある。�

令和５年度はすべての職員が定期健康診断を受診しているが、受診の結

果、精密検査の必要があるとされた職員のうち、実際に精密検査を受診し

た者は約７割となっている。�

職員の健康管理を図るためにも、精密検査の必要があるすべての職員が

検査を受けるよう受診の勧奨や生活習慣の改善提案等の取組を進めていく

必要がある。�

�

イ� メンタルヘルス対策�

精神疾患により長期の休暇・休職をする職員が高止まりしており、令和

５年度は長期の休暇・休職をした職員のうち、６割を超える者が精神疾患

を理由とするものとなっており、メンタルヘルス対策は重要な課題となっ

ている。�

また、精神疾患を理由に、新規に長期休暇・休職をする職員のうち、��

～��代の職員の占める割合が高いことから、管理監督者を中心に、上司、

同僚も含めた職場ぐるみで若手職員をサポートする職場環境づくりに努め

る必要がある。�

任命権者においては、これまでもメンタルヘルス研修の実施、相談体制

の整備、療養後の職場復帰支援事業等、様々な取組を継続的に行ってきて

おり、例えば知事部局では、ストレスチェックの一斉実施の前倒しや高ス

トレス職場に対する外部アドバイザーによる助言・指導に基づく職場環境

改善事業など、取組のさらなる強化が図られている。�

今後もメンタルヘルス対策を組織全体の重要な課題と位置付け、ストレ

スチェック制度の主旨を繰り返し職員に周知し、職場環境の改善やセルフ

ケア・ラインケアによる予防と早期発見に積極的に活用するとともに、休

職者の円滑な職場復帰と再発防止を図るなど、実効性のある対策を進めて

いく必要がある。�
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Ⅲ� 勧告実施の要請�

人事委員会の勧告制度は、憲法で保障された労働基本権が地方公務員には制約

されていることから、その代償措置として情勢適応の原則に基づき公務員の勤務

条件を社会一般の情勢に適応させることにより、公務員の適正な処遇を確保しよ

うとするものである。�

また、職員には、県民の期待に応えるため、持てる能力を最大限発揮し、直面

する諸課題に士気高く立ち向かっていくことが求められている。�

本年の勧告では、県内民間事業所の調査結果に基づく月例給及び特別給の引上

げと、本年８月の人事院が勧告した社会と公務の変化に応じた給与制度の整備に

準じた給与制度の改正について言及した。�

給与をはじめとする職員の勤務条件は、職員の努力や成果に的確に報いるとと

もに、組織の活力向上等を通じて、行政の効率的、安定的な運営に寄与するもの

でなければならない。�

県議会及び知事におかれては、この報告及び勧告に御理解をいただき、本委員

会の勧告どおり実施されるよう要請する。�

�

�

降任した職員など多様化している。�

任命権者においては、対象となる職員が、��歳以降の働き方について、制度

を正しく理解し、納得したうえで選択することができるよう、丁寧な情報提供・

意思確認を引き続き行う必要がある。�

また、対象となる職員が、これまでの職務経験を活かして、例えば若手・中

堅職員の人材育成に寄与するなどの役割に高い意欲を持って取り組むことがで

きるよう、配置ポストなど職務のあり方を検討する必要がある。�

あわせて、すべての職員に対して高齢層職員の働き方に係る理解促進を図り、

島根県の組織全体の活性化につながるよう努めていく必要がある。�
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